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＜通知・公表＞ 

新しい資本主義実現本部 

◇最低賃金の引上げに係る支援策の公表（2025.9.5） 

9 月 5日、内閣官房は、最低賃金の引上げに係る支援策を示した。

最低賃金については、9月 5日までに全ての都道府県の地方最低賃金審議会で答申が取りまとめら

れ、8月 4日に中央最低賃金審議会で取りまとめた目安 6.0％を大幅に上回る 6.3％、引上げ額は過

去最大の 66円となり、全国加重平均は 1,121 円となった。

今般、最低賃金の引上げへの対応の一環として生産性向上の支援策を強化するもの。

具体的には、最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者に対し、当面の措置として、以下

の助成金及び補助金について、対象の拡大、要件緩和等の措置を講ずる。

①業務改善助成金（厚生労働省） 

②ものづくり補助金（経済産業省） 

③IT 導入補助金（経済産業省） 

④中小企業省力化投資補助金（一般型）（経済産業省） 

このうち、①業務改善助成金（厚生労働省）については、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃

金）を 30 円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかか

った費用の一部を助成する制度。

1．財政・税制、経済・成長（社会保障全般含む）
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＜会 議＞ 

新しい地方経済・生活環境創生本部 

◇第 5回（2025.9.2） 

9 月 2日、政府は第 5回新しい地方経済・生活環境創生本部を開催し、地方創生２．０関係の概算要

求、税制改正要望、新地方創生交付金の第２次採択、「広域リージョン連携」の推進について協議を行

った。

石破総理からは「本年 6月、『若者や女性にも選ばれる地方』の実現に向け、『地方創生２．０』を進め

ていくため、安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生、稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい

地方経済の創生など、五つの柱からなる『基本構想』を閣議決定した。

 今回の基本構想では、社会課題解決に挑戦する意欲・能力のある『民』の力を最大限にいかすこと、

こうした官民連携を強化していくことを前面に打ち出している。 

 各府省庁から、地方創生２．０に関する概算要求・税制改正要望が出されたところであるが、全閣僚

は、『令和の日本列島改造』に向け、産官学金労言との議論を深め、各種政策やプロジェクトを、官民で

連携して、着実に進めていただきたい。 

 新地方創生交付金については、本日、新たに、第 2弾の事業を採択した。これにより、令和 7年度の

採択額は合計で 2,334 億円となり、全国で 1,580 自治体の取組を採択することとなった。 

 今後 10 年を見据えた『基本構想』を実現するに当たって、全閣僚が、それぞれの府省庁の先頭に立

ち、具体的な取組を進めていただきたい。」と発言した。

地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会 

◇第 183 回（2025.9.26） 

内閣官房は 9月 26日、第 183 回提案募集検討専門部会を開催し、令和 7年の提案募集方式に係

る重点事項について、関係省庁からのヒアリングを行った。

福祉分野については、社会福祉主事の任用資格要件の緩和、福祉サービス第三者評価事業における

認証手続・評価調査者養成の見直し、について二次回答が示された。

○社会福祉主事の任用資格要件の緩和 

＜提案内容＞ 

生活保護業務において、多様な人材の従事を可能とするため、社会福祉主事の任用資格要件の緩

和を提案する。 

【要件緩和の内容】 

社会福祉主事の任用資格要件に実務従事経験を加味した要件を追加する 

＜二次回答＞ 

実務経験のみで社会福祉主事任用資格の取得を認めることは適切ではなく、養成課程等における知

識・技術の習得による一定の水準の確保が必要と考えているが、社会福祉主事の資格については令和

元年度の地方分権改革に関する提案を受けて、見直しを行い、指定科目の読替に関する通知改正を

行ったところ。 

まずは、通知改正を踏まえ、どのような課題が生じているのかなど実態調査を行った上で、調査で把

握した具体的な課題に応じて検討を進めていく。 

2．地方創生・地方分権等 
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○福祉サービス第三者評価事業における認証手続・評価調査者養成の見直し 

＜提案内容＞ 

福祉サービス第三者評価事業について、既に全国一律の認証や研修が実施されている*社会的養

護関係施設と同様に、他分野の福祉サービスについても、国において全国一律の認証や評価調査者の

養成を行うこと。 

＊都道府県の意向に応じ、都道府県独自での認証・研修を行う余地も確保 

【提案に対する二次回答】 

＜提案の主訴＞ 

・都道府県及び評価機関の負担軽減 

・各都道府県における評価機関の確保 

＜対応方針＞ 

認証要件における研修受講要件を緩和することにより、都道府県や評価機関の研修にかかる負担を

軽減するとともに、評価機関が複数の都道府県で活動する可能性を広げることで、各都道府県における

評価機関の確保にも資する。 

＜二次回答＞ 

 都道府県が地域のサービスの提供体制の整備を担っている中で、サービスの質の更なる向上のため

に行っている第三者評価事業についても同様に、都道府県を実施主体としているものである。 

 そうしたことを踏まえ、第三者評価の評価基準、研修内容、認証要件は、地域の実状を踏まえなが

ら、都道府県が設置する都道府県推進組織が策定することとしているものであり、全国統一化は困

難であるところ、現在においても国において各種ガイドライン等を策定しており、都道府県推進組織に

おける策定において当該ガイドライン等を活用いただいているところである。 

 その上で、国においても工夫出来る部分は工夫をし、評価機関及び都道府県の負担軽減や、各都

道府県における評価機関の確保を進めていきたいと考えている。 

 具体的には、他都道府県において受講した研修の内容が、自都道府県における研修受講と置き換

えることが可能と都道府県が判断する場合、自都道府県内における研修受講を免除することを認め

ることを念頭に、検討を進めていきたい。 

 一方で、認証については、評価機関が各都道府県内で評価を行う根拠になるものであることから、各

都道府県推進組織において、内容を審査のうえ認証を行っていただく必要があると考える。 

◇第 182回（2025.9.25） 

内閣官房は 9月 25日、第 182 回提案募集検討専門部会を開催し、令和 7年の提案募集方式に係

る重点事項について、関係省庁からのヒアリングを行った。

福祉分野については、障害者支援施設における設備基準等の見直しについて下記のとおり二次回答が

示された。

○障害者支援施設における設備基準等の見直しについて 

＜提案内容＞ 

 特別養護老人ホームの施設・設備等を有効活用して、障害者支援施設を併設できるよう、厚生労働

省令で規定する利用者１人あたりの床面積、サービス管理責任者の配置及び入所定員の基準の参酌

基準化を求める。 
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＜二次回答＞ 

 一次回答で回答したとおり、障害者支援施設における人員、設備及び運営に関する基準については、

障害者支援施設としての安定性・継続性を確保するとともに、サービスの質を担保し、効率的な提供が

可能となるよう定めたものであり、当該基準を「参酌すべき基準」とすることは適切ではないと考えてい

る。 

中山間地域等における人員、設備等の基準の在り方については、今後、社会保障審議会障害者部

会等での議論において、構成員である全国知事会や全国市長会も含め、関係者のご意見もいただきな

がら、入所施設から地域生活への移行を推進している中で、どのようなことができるか検討してまいりた

い。

◇第 180・181 回（2025.9.16・17） 

内閣官房は 9月 16・17 日、第 180・181 回提案募集検討専門部会を開催し、令和 7年の提案募集

方式に係る重点事項について、関係省庁からのヒアリングを行った。（福祉分野に関する重点事項のヒ

アリングはなし）
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＜会議等＞ 

社会保障審議会 福祉部会

【検討スケジュール】 

  ■年内に報告をとりまとめ予定 

 ＜検討事項＞ 

○地域共生社会の更なる展開 

○身寄りのない高齢者等への支援 

○成年後見制度の見直しへの対応 

○社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の在り方 

○社会福祉における災害への対応     等 

【検討状況】 

開催日 議事 

2025 年 4月 24 日 

（第 27 回） 

○福祉人材確保専門委員会の立上げについて 

○「地域共生社会の在り方検討会議」の検討状況について 

○「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の検討状況

について 

○社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する

公費助成について（報告） 

3．社会福祉法人等 
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2025 年 8月 18 日 

（第 28 回） 

○身寄りのない高齢者等への支援に係る関係者ヒアリング 

○今後のスケジュール（見込み）について（報告） 

2025 年 9月 8 日 

（第 29 回） 

○地域共生社会の更なる展開について 

○身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応に

ついて 

2025年10月21日 

（第 30 回） 

◇第 29回（2025.9.8） 

9 月 8日、厚生労働省は第 29回社会保障審議会福祉部会（部会長：菊池馨実早稲田大学理事・

法学学術院教授）を開催した。

今回は、「地域共生社会の更なる展開」「身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへ

の対応」について協議が行われた。

地域共生社会の更なる展開についてでは、基本的な考え方として「①生活困窮者自立支援制度を軸

に関係制度・事業の連携を強化していく”既存制度活用アプローチ”」と「②人口減少や担い手不足等

を踏まえ、関係制度・事業を市町村の体制に応じて集約化していく”機能集約アプローチ”」の考えに基

づき、具体的に下記の取り組みを行うとしている。

（1）地域との連携・協働機能強化のため、相談対応人材の共通化や地域づくりを担う人材の一本化に

向けた取組を推進するとともに、地域住民の参画を促す取組を推進する。 

（2）高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援や地域づくり事業を集約化していくための「機能集

約特例制度」を創設する（当面は、中山間・人口減少地域を対象）。 

また、「重層的支援体制整備事業の位置づけ・質の向上」について、「重層事業は、包括的な支援体

制を整備するための手段（ツール）であることを再確認するとともに、単なる体制整備（人件費補助）か

ら、機能面・取組面（実績）を総合評価する仕組みへと見直していく。」としている。
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身寄りのない高齢者等への対応、「新たな事業」について、下記内容が論点案として示され、協議が行

われた。
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委員の東社協鳥田副会長は、「身寄りのない高齢者等への対応は、社会福祉協議会としても取り組む

べき社会的な課題である」としたうえで、検討に当たって考慮すべき事項について意見書を提出し意見

を述べた（下記参照） 

第 29 回社会保障審議会福祉部会への意見（抜粋）        

１．身寄りのない高齢者等への対応は、福祉の領域を超えた多様な主体によって取り組むべき課題であ

ることを前提に検討する必要がある。 

２．福祉における身寄りのない高齢者等への対応は、権利擁護支援体制の一環として取り組むべき課題

であることから、市区町村を主体としながら、都道府県及び市区町村の実情に応じた支援体制を構築

するよう検討する必要がある。 

３．身寄りのない高齢者等への対応について、現行の日自事業とは支援の対象や支援内容が異なり、ま

た、事業の実施には民事法等の高度な知識や専門性が求められることから、日自事業とは別の新た

な枠組みによる実施も含めて検討する必要がある。 

４．身寄りのない高齢者等が適切な支援を受けることができるよう、高齢者等終身サポート事業を実施す

る民間事業者に対する、都道府県や市区町村におけるチェック体制の構築を検討する必要がある。 

５．現行の日自事業への予算確保にはご尽力いただいているところではあるが、市区町村社協では厳し

い人員体制が続く他、委託契約を見直す動きも見られることから、今後の検討にあたっては、都道府

県や市区町村の関わりも含めて、社会福祉協議会等へのヒアリング等によって、実態把握や意見聴

取を引き続き丁寧に行う必要がある。 
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Oおうせいろ

＜会   議＞ 

社会保障審議会介護給付費分科会 

◇第 247回（2025.9.5） 

9 月 5日、厚生労働省は第 247 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東京大

学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。 

今回は、「令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和７年度調査）の調査票

等」「介護人材確保に向けた処遇改善等の課題」等について協議が行われた。 

令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和７年度調査）の調査票等につい

ては、調査概要及び調査票案が示され、協議が行われた。 

介護人材確保に向けた処遇改善等の課題についてでは、人材確保をめぐる状況や直近の取り組み等

について報告が行われた後、下記のとおり論点が示され、協議が行われた。 

社会保障審議会介護保険部会

◇第 125回（2025.9.29） 

9 月 29 日、厚生労働省は第 125 回社会保障審議会介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲田大学

理事・法学学術院教授）を開催し、「地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保」について協議

を行った。 

今回は、論点として下記 3点が示され、協議が行われた。 

①地域包括ケアシステムの実現・深化に向けた支援体制の整備 

４．高齢者 
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○市町村が定めている中長期的な推計について、保険料の算定に必要な記載事項と位置付けを明

確化し、都道府県についても、2040 年に向けての中長期的な推計を介護保険事業支援計画の

記載事項へ追加し、必要な情報提供や助言、協議の場の設置等により支援や調整を行っていくこ

とが考えられるのではないか。 等 

②医療介護連携の推進 

○第 10期における足元の検討事項として、請求情報（NDB、介護 DB）等に基づく地域の医療介護

の提供体制に係る地域課題の検討や高齢者施設等と協力医療機関の連携について未対応の施

設へのマッチング等について、医療介護総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場の議論の対

象とし、実効性の伴う開催時期等を含めて、必要な見直しを行うことが考えられるのではないか。等 

③持続可能性の確保 

○給付と負担について、全世代型社会保障構築会議での検討や「経済財政運営と改革の基本方針

2025」等をふまえ次期制度改正に向けてどのように考えるか。 等 

◇第 124回（2025.9.8） 

9 月 8日、厚生労働省は第 124 回社会保障審議会介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲田大学理

事・法学学術院教授）を開催し、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築」に

ついて協議を行った。 

今回は、下記 6つの論点について考え方が示され、協議が行われた。 

①地域の類型の考え方 

○「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」における対応は、当該地域の需給状況や個々

のニーズ等とあわせ、今後の 2040 年を見据えた対応も踏まえつつ、介護保険事業（支援）計画

の策定プロセスに着目して、それぞれの地域類型を意識しながら、都道府県・市町村など関係者

間でサービス基盤の維持・確保に向けた議論を行うことが考えられないか。 

○特に、サービス需要が減少する「中山間・人口減少地域」については、サービス提供の維持・確保

を前提として、利用者への介護サービスが適切に提供されるよう、新たな柔軟化のための枠組みを

設ける必要があるのではないか。この場合、当該枠組みの対象となる地域を明確化することが必要

ではないか。 等 

②地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み 

○中山間・人口減少地域において、地域の高齢者が必要なサービスを受けられる体制を引き続き維

持・確保できるよう、特例介護サービスの枠組みを拡張することにより、必要な対応を行うことが考

えられないか。 

○その際、サービスの質の確保や、職員の負担等にも配慮しつつ、サービス・事業所間での連携等を

前提に、管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行うことが考えられないか。等 

③地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み 

○これらの地域において、安定的な経営を行うための報酬の仕組みとして、例えば、訪問介護につい

て、現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬と利用回数に左右されない月単位の定額報酬

（包括的な評価の仕組み）を選択可能とするような枠組みを設けることが考えられないか。 

④介護サービスを事業として実施する仕組み 

○市町村が、地域におけるサービス需要の状況やサービス提供体制の実情に応じて、柔軟にサービ

ス基盤を維持・確保していくことができるよう、市町村が、その実情に応じて、介護サービスを、給付

に代わる新たな事業（新類型）として、介護保険財源を活用して実施できる仕組みを設けることが

考えられないか。 

⑤介護事業者の連携強化 

○中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス提供体制を確保するとともに、地域の
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サービス需要に柔軟に対応する観点から、都道府県や市町村と連携しながら、法人や介護事業所

が、中心的な役割を果たすよう仕組みが有効ではないか。 等 

⑥地域の実情に応じた既存施設の有効活用 

○中山間・人口減少地域の既存資源を有効活用しながら、地域のサービス需要の変化に柔軟に対

応するため、 国庫補助により取得・改修等をした介護施設等を別の用途に供する際、一定の範囲

内で国庫納付を求めない特例を検討してはどうか。 

有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会

◇第 5回（2025.9.16） 

9 月 16 日、厚生労働省は第 5回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検

討会を開催し、これまでの議論の整理を踏まえた検討の方向性について協議を行った。

検討の方向性についてでは、下記 3点についてそれぞれ論点が示され、協議が行われた。

①有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方 

 （ⅰ）有料老人ホームにおけるサービスの質の確保等 

○様々な事情を抱えた方も安心して居住の場を選択できるようにするためには、どのような方策が

考えられるか。 

○要介護者の受け入れが可能で、介護サービスの提供体制を備えているホーム等、入居者保護

の必要性が高いホームに該当するか、自治体が適切に判断・把握できるために、どのような考え

方や仕組みが必要と考えられるか。また、介護保険施設（特定施設を含む）やサ高住との関係は

どう整理されるべきか。 等 

 （ⅱ）利用者による有料老人ホームやサービスの適切な選択 

○高齢者やその家族は専門知識や交渉力が不足することを前提に、多種多様な有料老人ホーム

から必要なホームを選択できるため、どのような仕組みが考えられるか。また、相談窓口について
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は、どのような主体が担うことが期待されるか。 等 

②有料老人ホームの指導監督のあり方 

○住宅型有料老人ホームの運営形態や入居者像は多様であるなか、サービス付き高齢者向け住

宅の登録基準や介護付きホーム（特定施設入居者生活介護）の指定基準や、在宅とのバランス

を踏まえ、住まいでありながら介護の提供の場となる住宅型有料老人ホームは、どのような要件

を備えることが必要と考えられるか。 等 

③有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方 

 （ⅰ）住宅型有料老人ホームにおける介護サービスの提供について 

○介護・医療事業者の選択権が入居者・入居希望者にあることを確実に担保するためには、有料

老人ホームのみならず、地域包括支援センター、ケアマネ、医療 SWなどの地域関係者はどのよ

うな役割を果たすべきか。 等 

 （ⅱ）特定施設入居者生活介護について 

○現在、外部サービス利用型特定施設が非常に少ない現状等を踏まえ、外部サービス利用型の

活用を促進する仕組みとして、どのようなことが考えられるか 
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＜会 議＞ 

社会保障審議会障害者部会 

◇第 149回（2025.9.25） 

9 月 25 日、厚生労働省は第 149 回社会保障審議会障害者部会（部会長：菊池馨実早稲田大学

理事・法学学術院教授）を開催した。

今回は障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて協議が行われた。

基本指針見直しのポイントとして、下記 13点が示された。 

①入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

③福祉施設から一般就労への移行等 

④地域における相談支援体制の充実強化 

⑤障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上 

⑥人口減少地域におけるサービスの維持・確保 

⑦障害福祉サービスの質の確保 

⑧きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備 

⑨障害者等に対する虐待の防止等 

⑩「地域共生社会」の実現に向けた取組 

⑪住宅セーフティネット制度との連携 

⑫災害時における障害福祉サービス提供の確保 

⑬地域差の是正・指定の在り方等 

また、成果目標項目と活動指標項目に関しても下記内容での見直しが提示され、協議が行われた。 

○成果目標項目 

①精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

②就労選択支援事業所の設置状況 

③障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上 

○活動指標項目 

①施設入所者の地域生活への移行等 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

③福祉施設から一般就労への移行等 

④相談支援体制の充実・強化等 

⑤障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上 

障害者の地域生活移行支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 

◇とりまとめ（2025.9.24） 

9 月 24 日、厚生労働省は障害者の地域生活移行支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る

検討会のとりまとめを公表した。

主な概要は以下のとおり。

5．障害者 
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今後、本検討会の議論のまとめもふまえ、第 8期障害福祉計画に向けた基本方針の目標等の在り

方について障害者部会で検討が行われる。また、具体的な報酬のあり方については、次期報酬改定

等に向けて検討が行われることとなっている。

◇第 4回（2025.9.16） 

9 月 16 日、厚生労働省は第 4回障害者の地域生活移行支援も踏まえた障害者支援施設の在り方

に係る検討会を開催した。

第 3回検討会での意見及び対応案を踏まえて、これまでの議論のまとめ(案)が示され、協議が行わ

れた。 

＜通知・公表＞

「令和 6年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果公表（2025.9.3）

9 月 3日、厚生労働省が「令和 6年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表した。 

調査結果のポイントは以下のとおり。

１．通報・届出のあった事業所数・対象となった障害者数 

  通報・届出のあった事業所数※2は、前年度と比べ 5.4％増加し、1,593 事業所。 

  通報・届出の対象となった障害者数は、前年度と比べ 1.5％減少し、1,827 人。 

２．虐待が認められた事業所数・障害者数 

  虐待が認められた事業所数※2は、前年度と比べ 2.9％減少し、434 事業所。 

  虐待が認められた障害者数は、前年度と比べ 14.3％減少し、652 人。 

３．認められた虐待の種別 

  認められた虐待の種別※３ では、経済的虐待が 584 人（85.0％）で最多。
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＜会  議＞ 

こども家庭審議会 基本政策部会 

◇第 17回（2025.9.22） 

9 月 22 日、こども家庭庁は第 17回こども家庭審議会 基本政策部会（分科会長：秋田喜代美学習院

大学文学部教授）を開催し、「こども・若者参画及び意見反映専門委員会の設置と委員選出」「こども施

策の動き」「基本政策部会の今後の進め方」等について報告・協議を行った。

基本政策部会の今後の進め方については、こどもまんなか実行計画の策定に向け、下記のとおり示され

た。

こども家庭審議会 こどもの居場所部会 

◇第 18回（2025.8.27） 

8 月 27 日、こども家庭庁は、第 18回こども家庭審議会 こどもの居場所部会（部会長：前田正子甲南

大学マネジメント創造学部教授）を開催し、「議論の進め方」「若者の居場所に関するヒアリング」等につ

いて協議を行った。

議論の進め方では、「こども・若者が成長・発達過程等に関わらず居場所を見つけることができる環境整

備を進めるため、今年度は特に中高生以上のこども・若者への支援を中心に議論する」とし、今後協議

を重ね、2月ごろに中間とりまとめを行うスケジュール案が示された。

6．子ども・家庭福祉 
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その後、若者の居場所に関するヒアリングや、事務局からの報告が行われた。

こども家庭審議会 こどもの居場所部会児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会 

◇第 4回（2025.9.5） 

9 月 5日、こども家庭庁は、第 4回こども家庭審議会こどもの居場所部会児童厚生施設及び放課後児

童クラブに関する専門委員会（委員長：大竹智立正大学社会福祉学部教授）を開催し、「専門委員会

（第 2期）の方針」「学齢期以降の『遊び』」について協議が行われた。

「専門委員会（第 2期）の方針では、「遊び」「放課後児童クラブ」「児童館」の３つのテーマについて、議

論を進めると示され、「遊び」については就学期以降の遊びについて、「放課後児童クラブ」については、

放課後児童支援員認定資格研修事業や資質向上に係る事業等について、「児童館」については設置

運営要綱について協議を進めるとされた。

今回は、学齢期以降の『遊び』について協議が行われ論点として「遊びの本質について」「遊びの環境

（物理的環境、人的環境）について」「学齢期以降のこどもの遊びの特徴について」「個別の課題」が示さ

れ、協議が行われた。

こども家庭審議会 障害児支援部会 

◇第 14回（2025.9.29） 

9 月 29 日、こども家庭庁は、第 14回こども家庭審議会 障害児支援部会を開催した。

今回は、障害福祉計画及び障害児福祉計画等の見直しについて協議が行われた。

今回は、見直しの基本的な方向について下記事項について協議が行われた。 

○告示本文、成果目標、活動指標について、現行の基本指針の全体像と記載事項を確認し、次期計

画に削除を含め見直すべき点や追加すべき項目がないか 

○近年の施策の動向を踏まえて、新たに反映すべき項目がないか 

こども性暴力防止法施行準備委員会 

◇第 2回（2025.9.24） 

9 月 24 日、こども家庭庁は、第 2回こども性暴力防止法施行準備委員会を開催し、「こども性暴力防

止法施行準備検討会の中間とりまとめ案」等について協議を行った。

中間とりまとめ案は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の

ための措置に関する法律」の施行事項の具体化を進めるため、学識経験者、若者、保護者、被害者支

援者、教育・保育関係事業者等のヒアリングをふまえ協議をとりまとめたもの。

中間とりまとめ案では、「制度対象」「認定等」「安全確保措置（早期把握、相談、調査、保護・支援、研

修）」「安全確保措置（犯罪事実確認）」「安全確保措置（防止措置）」「情報管理措置」「監督等」「その

他」について整理されている。

今後、「中間とりまとめ」を基に検討を進め、年内を目途に、内閣府令等の下位法令を定めるとともに、ガ

イドライン等を策定していくことを予定している。

＜通知・公表＞ 

こども家庭庁 保育所等関連状況調査（2025.8.29） 

8 月 29 日、こども家庭庁は令和 7年 4月 1日時点の保育所等の定員や待機児童の状況を取りまと

めた。 

本とりまとめは、全国の保育所等の状況を把握することを目的に毎年実施しているもの。 

平成 27年度の調査から、従来の保育所に加え、幼保連携型認定こども園等の特定教育・保育施設と
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特定地域型保育事業（うち 2号・3 号認定）の数値を含む。 

主なポイントは以下のとおり。 

〇保育所等利用定員は 303 万人（前年比 1.5 万人の減少） 

〇保育所等を利用する児童の数は 268 万人（前年比 2.7 万人の減少） 

〇待機児童数は 2,254 人で前年比 313 人の減少 

・待機児童のいる市区町村は前年から 6減少して 211 市区町村。 

・待機児童が 100 人以上の市区町村は 1市。 

・定員充足率は 88.4％（前年比 0.4％の減少） 
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＜会   議＞ 

労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会 

◇第 25回（2025.9.26） 

9 月 26 日、厚生労働省は第 25回労働政策審議会 (職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 

同一労働同一賃金部会）（部会長：守島基博学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉

教授）を開催し、同一労働同一賃金の施行 5年後見直しについて協議が行われた。

これまでの部会での主な意見を下記 6つの項目に分け、参考データ等の追加資料をもとに協議が行

われた。

①いわゆる「立証責任」 

②事業主の説明義務 

③無期雇用フルタイム労働者 

④行政 ADR 

⑤法違反に係る公表の範囲 

⑥福利厚生施設 

◇第 24回（2025.9.12） 

9 月 12 日、厚生労働省は第 24回労働政策審議会 (職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 

同一労働同一賃金部会）（部会長：守島基博学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉

教授）を開催し、同一労働同一賃金の施行 5年後見直しについて協議が行われた。

協議では、労働者の希望に応じた正社員転換やキャリアアップの促進に向けた論点案が下記のとおり

示され、協議が行われた。

①正社員転換支援等 

 １．正社員転換支援  

  （論点）正規雇用を希望する非正規雇用労働者が、その希望に応じた働き方を実現できるようにす

る観点から、正社員転換に向けた企業の取組を促進し、更に実効あるものとするための方

策について、どのように考えるか。 

⇒パートタイム・有期雇用労働法第 13 条において、事業主は、通常の労働者への転換

を推進するため、同条各号のいずれかの措置を講じなければならないと規定されている

ところ、当該措置を講じる際に、パートタイム・有期雇用労働者への意向に配慮するよう

求めることについて、どのように考えるか。 

⇒正社員転換制度等に関する情報公表などの企業の取組を促進することについて、どの

ように考えるか。 

⇒上記のほか、正社員転換を更に実効性のあるものとするために、どのような方策が考えられ

るか。 

 2．「多様な正社員」制度の普及促進  

  （論点）「多様な正社員」制度は、非正規雇用労働者の正社員転換の際の受け皿となり得るもので

あるところ、その普及促進を図っていく上で、どのような方策が考えられるか。 

②キャリアアップの促進 

  （論点）企業内における能力開発の機会に恵まれにくい非正規雇用労働者の職業能力の開発及

び向上を通じたキャリアアップを促進するため、どのような方策が考えられるか。例えば、パ

ートタイム・有期雇用労働法に基づく雇用管理指針において、事業主がパートタイム・有期

7．人材確保等 
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雇用労働者の雇用管理の改善等の措置等を講ずるに当たり、職業能力開発促進法上の

責務を踏まえるべきことを明確化することについて、どのように考えるか。 

労働政策審議会  雇用環境・均等分科会 

◇第 83回（2025.9.8） 

9 月 8日、厚生労働省は第 83回労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会）を開催し、令和 8年

度予算概算要求について協議が行われた。

雇用環境・均等局概算要求における重点事項と「賃上げ」支援助成金のパッケージについては以下の

とおり。 
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また、雇用環境均等分科会にて検討すべき 2025 年度の年度目標として下記のとおり案が示され

た。 
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6 月 11 日に公布された 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の

充実等に関する法律等の一部を改正する法律（令和 7年法律第 63号）」に対して、修正案要綱が

3つ示された。

①職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置の例示の追加 

②特定受託事業者が受けた業務委託に係る業務における顧客等の言動に起因する問題に関する施 

策の検討 

③その他所要の規定の準備 

社会保障審議会  福祉部会・福祉人材確保専門委員会 

◇第 4回（2025.9.17） 

9 月 17 日、厚生労働省は第 4回福祉人材確保専門委員会 （委員長：松原由美 早稲田大学人

間科学学術院教授）を開催した。 

今回は、「（１）今後の議論の方向性」「（２）介護福祉士養成施設卒業者の国家資格の取得の在り方」

「（３）介護人材の届出制度」について、論点が示され協議が行われた。 

今回は、「（１）今後の議論の方向性」「（２）介護福祉士養成施設卒業者の国家資格の取得の在り方」

「（３）介護人材の届出制度」について、論点が示され協議が行われた。 

第 2,3 回で各関係者より聞き取った意見をもとに、今後の議論の方向性が下記のとおり示された。 
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介護人材の届出制度に係る論点 

◇第 3回（2025.8.29）

8 月 29 日、厚生労働省は第 3回福祉人材確保専門委員会 （委員長：松原由美 早稲田大学人

間科学学術院教授）を開催した。 

「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」を踏まえた論点について、各関係者 (介護

人材政策研究会、全国介護事業者連盟、民間介護事業推進委員会、全国老人保健福祉施設協議

会、日本労働組合総連合会、全国社会福祉法人経営者協議会)にヒアリングを行った。 
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特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 

◇第 7回（2025.9.17） 

9 月 17 日、出入国在留管理庁は「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用

方針に関する有識者会議」を開催した。

前回に続き、介護分野での生産性向上と国内人材確保の取組に対しての成果が示された。 

①生産性向上のための取組に対しての成果 

 ○「パソコンによって利用する介護ソフト」のうち「利用者情報の入力・保存・転記の機能」があるもの 

を「日常的に利用している」と回答した事業所の割合について、令和５年度は 66.2%だったとこ 

ろ、令和６年度は 75.4%へ増加。 

  ○介護事業所の有給取得日数は令和元年度には 7.0 日であったが、令和５年度には 7.9 日に増 

加した。また、介護分野における離職率は、令和元年度には 15.4％であったが、令和 5年度に 

は 13.1%に減少した。 

②国内人材確保のための取組に対しての成果 

 （１）処遇改善について 

○介護職員（月給・常勤の者）の平均給与額について、令和５年度と令和６年度を比較すると 

4.3%（約 1.4 万円）増加。 

 （２）その他の国内人材確保対策について 

○令和３年度から令和５年度にかけて、介護職員（施設等）の高齢者・女性の割合がそれぞれ 

1.7%、4.0%増加しており、高齢者・女性の就業促進が図られている。 

  加えて、人材定着の観点から、介護分野における離職率は、令和元年度には 15.4％であった 

が、令和５年度には 13.1％に減少した。 

 （３）安全衛生対策について 

○労災発生率（度数率）（老人福祉・介護事業）は、令和４年度には 4.64 であったところ、令和 5 

年度には 4.25 に減少した。 

また、育成就労制度における本人意向による転籍の制限(案)についても協議が行われ、下記のように

案が示されている。 
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＜通知・公表＞ 

2024 年 雇用動向調査結果の公表（2025.8.26） 

8 月 26 日、厚生労働省が「2024 年雇用動向調査」を公表し、入職者が離職者より多い入職超過率

は医療・福祉産業では 0.3%と発表され、前回(2023 年)調査の 1.4%より 1.1%縮小した結果となった。 

前回調査から医療・福祉産業の入職者は、10 万 7900 人減の「115 万 8600 人」、離職者が 2万

1700 人減の「113 万 5400 人」と、入職者が離職者より「2 万 3200 人」多い結果となった。 

前々回(2022 年)調査では、2004 年以降で初めてマイナス(-0.9%)となり、離職者が入職者よい多い

状態が波紋を呼んだが、今回はマイナスではないものの、前回調査より落ち込んだ結果となり、人材不

足が懸念される。 

都道府県での最低賃金の答申状況を公表（2025.9.5） 

9 月 5日、厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和

7年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめた。 

主な答申のポイントは以下のとおり。 

○47 都道府県で、63 円～82円の引上げ（引上げ額が 82円は１県、81 円は１県、80 円は１県、 

79 円は１県、78 円は３県、77 円は２県、76 円は１県、74 円は１県、73 円は２県、71 円は４県、 

70 円は１県、69 円は２県、66 円は２県、65 円は８道県、64 円は９府県、63 円は８都府県） 

○改定額の全国加重平均額は 1,121 円（昨年度 1,055 円） 

○全国加重平均額 66円の引上げは、昭和 53年度に目安制度が始まって以降で最高額 

○最高額（1,226 円）に対する最低額（1,023 円）の比率は 83.4％（昨年度は 81.8％。なお、この 

比率は 11年連続の改善） 

地域別最低賃金の改定額については以下のとおり。 
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＜法改正等＞ 

厚生労働省令和 8年度予算概算要求（2025.8.29）

厚生労働省は、8月 29 日に財務省に対して令和 8年度予算概算要求を行った。

一般会計では 34兆 7,929 億円となり、対前年比 4,865 億円の増。

令和 8年度概算要求における重点要求は以下のとおり。

8．予算 
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こども家庭庁令和 8年度予算概算要求（2025.8.26）

こども家庭庁は、8月 26 日に財務省に対して令和 8年度予算概算要求を行った。

一般会計では 7兆 4,229 億円となり、対前年比 959 億円の増。

令和 8年度概算要求における主なポイントは以下のとおり。
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内閣府防災令和 8年度予算概算要求（2025.8.29）

内閣府防災は、8月 29 日に財務省に対して令和 8年度予算概算要求を行った。

一般会計では 200 億円となり、対前年比 54億円の増。

令和 8年度概算要求における主なポイントは以下のとおり。
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＜会   議＞ 

防災立国推進閣僚会議 

◇第 3回（2025.9.2） 

9 月 2日、内閣府は第 3回防災立国推進会議を令和６年能登半島地震復旧・復興支援本部（第 14

回）と合同で開催した。

会議では、「能登半島地震からの復旧・復興に向けた取組」「防災対策強化の取組」について各省大臣

から報告が行われた。 

石破総理大臣からは、「防災庁については、政府全体の司令塔たるにふさわしい組織・人員・権限を備

えた、内閣直下の庁とすることを目指すとともに、地方の防災拠点についても、地域の支援強化や大規

模災害発生時の業務継続性の観点を踏まえ、引き続き具体の検討を進めていくこととする。 

また、令和８年度は、内閣府防災の取組強化や、防災庁の設置・運営のための予算を十分に確保す

る必要がある。引き続き、人命・人権最優先の防災立国の実現に向け、関係府省庁連携の下、必要な

準備を加速していただきたい」との発言があった。 

9．災害対策 
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